
平成20年１１月19日  

 

 

特別口座を開設する口座管理機関などに関する公告  

 

 

株主および質権者の皆さまへ  

 

 

兵庫県神戸市灘区岩屋南町４番４０号  

石 光 商 事   株 式 会 社 

代表取締役社長  森 本  茂 

 

当社は、決済合理化法*
1

の施行日である平成２１年1月5日に実施予定の株券電子化に対応するた

め、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」といいます。）に対し、当社の株式を株券電子化後に機

構が取扱うことについて、「社債、株式等の振替に関する法律」第１３条第1項の規定に基づいて同意

いたしました。  

これに伴い、当社は、施行日において株主名簿に記載されている株主および質権者の皆さまにつ

いて、機構に対し、決済合理化法附則第８条第５項の通知を行い、その特別口座を下記の口座管理

機関に開設することとなりました*
2

ので、その旨決済合理化法附則第８条第１項に基づき公告いたしま

す。  

なお、事務手続の都合上、皆さまの株式が特別口座に記録されるのは、平成２１年1月２６日以降とな

りますので、ご了承ください。  

 

記 

 
 
  

特別口座を開設する口座管理機関    東京都千代田区丸の内一丁目４番５号  

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社  

以 上  

 

 

 

 

 

 

*1 決済合理化法は、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律

等の一部を改正する法律」の略称です。  

*2 既に証券会社等を通じて機構に株券を預託されている株主および質権者の皆さまにつきまして  

は、施行日後も、当該証券会社等の口座に株式が記録され、特別口座は開設されません。  

 


